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明大アジア史論集第 23号

《論説》

秦代遷陵県における漆の調達と利用

鈴木直美

はじめに

中国古代史において漆といえば、長沙馬王堆漢墓出土漆器のような、優美な紋様が施された器

物が目に浮かぶ。前漢中期以降、宮廷での利用に供されるような高級漆器は中央直属のエ官が生

産を担っており（1)、蜀郡エ官・広漢郡工官で生産された漆器は遠く平壌の楽浪漢墓やモンゴルの

ノイン＝ウラ古墓にも副葬された(2)0

ただし、漆の貴重さはその紋様を織りなすことのみにあったのではない。そもそも漆には防水

性、耐酸・耐アルカリ性という特性があるため、器物に塗ることでその堅牢度を増すという利点

も持つ。また、固化した漆によって器物表面のなめらかさや断熱性も増す。そして何より、生漆

は膠と並んで強固な接着剤として長く利用されてきた。漆を塗る素材も木に限らず、布や士器、

金属・皮革と幅広い。例えば『周礼』考エ記では車輪の牙（木製のリム）に漆を塗ってその強度

を高めたり、弓を造る際に防水塗料として漆を使用たりしている(3）。さらに人目に触れない部分

で言えば始皇帝陵兵馬桶には鮮やかな彩色が施されているが、顔料をのせるための下地は生漆で

ある(4)。漆の用途が装飾から実用まで幅広いのであれば、『尚書』萬貢篇が克州や豫州からの貢納

品として漆をあげるように(5)、その時々の権力者の関心を強く引きつけたであろう。漆は山林藪

沢の恵みであり、重要な戦略物資なのである。

ところで筆者はこれまで、統一秦期の県における土器や織物の生産について言及する機会があ

った(6)。筆者が史料として用いたのは里耶秦簡であり、秦代洞庭郡管轄下にあった遷陵県という

県で扱われた文書や帳簿である。検討結果によれば、県の諸官で必要とされる物品は、庫や郷と

いった下部組織で生産されていた。その原料もまた近傍で採取されたり、税（戸賦）として納め

られたりしており、それでも不足するものは市場から購入もされていた。検討の過程において、

県の運営は自ら用度品を調達することなしに成り立たないことに気づくとともに、しばしば漆に

関する史料が散見することが気になっていた。

最初にことわるが、現有の里耶秦簡による限り、秦の遷陵県で加飾を大きな目的とした漆器が

生産されていたとはいえない。それでもなお漆についての記録がみえるということは、何らかの

手工業や作業に漆が必要だったからであろう。また、そもそも当時の遷陵県で漆の使用が可能で
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あったのか、自然条件や供給方法も検証しなければならない。使用できる材料は決して多くはな

いが、秦律なども参照しながら、秦代遷陵県における漆の収集と利用を考えてみたい。

1. 湖南省湘西地区における漆器生産からみた漆利用

本章では秦の遷陵県での漆利用を考える前に、遷陵県の位置する現在の湖南省土家族苗族自治

州龍山県里耶鎮を含む湘西地区での漆器生産について明らかにすることで、遷陵県に漆利用を可

能にする条件が整っていたかを確認する。現在の中国における主要な漆産地は四川省・湖北省・

湖南省などの長江中流域、および四川省に隣接する映西省南部である(7）。特に四川省は前述の蜀

郡・広漢郡エ官所在地であるとともに、湘西地区の近接地でもある。この湘西地区から湖北省那

西地区にかけては古くから良質な漆の産地であった(8)。

湖南省・湖北省といえば、今までにおびただしい数の漆器が楚墓から出土している。湖南省に

おける中国古代の漆器とその生産を研究してきた最非氏によれば、 i豊水上・中流域を中心とした

湘西地区の楚墓にもしばしば漆器が副葬されている。そしてi豊水上流域に近い里耶にある麦茶楚

募群からもまた計 17点の漆器片が確認されており、漆器を副葬する楚墓の埋葬習俗が里耶にまで

及んでいることがわかる。藉非氏は湘西地区楚墓の漆器には独特な特徴があると述べているが、

残念ながら生産地をしめす烙印などの手がかりはない(9)。

では次に、秦代遷陵県のあった湘西地区における漆器生産はどうであったろう。上述のように

楚墓には多くの漆器が副葬されているにもかかわらず、湘西地区以外も含め生産地のわかる烙印

や刻銘のある漆器は見つかっていない（里名のみが刻まれた漆器は除く） （10)。秦器についても同

様である(II）。しかし、前漢前期の漆器生産をしめす材料は豊富にある。それは、長沙市岳麓区・

望城県の前漢王陵区から発見されたに漆器には、生産地や担当部署を記した「物勒工銘」がみえ

ており、県や侯国管轄下の庫が漆器生産を取り仕切っていたことがわかるからである(12）。これら

の「物勒工銘」から集成した漆器生産地は以下である。

①『漢書』地理志上武陵郡・・・…充・零陽・況陵国・辰陽・酉陽・義陵・無陽・臨況。

②『漢書』地理志未見・・・…門浅・況陽・醜陽。

一瞥して、長沙の漢墓副葬漆器の大部分が漢の武陵郡所属県から供給されていることがわかる。

『漢書』地理志の武陵郡は、里耶秦簡では遷陵県の所属する洞庭郡に相当するといわれている。

また地理志未見の門浅は、里耶秦簡では洞庭郡所属の零陽・上術とともに臨況と隣り合っている

ことからみて (9-712)、洞庭郡所属とみてよい。玩陽もまた洞庭段守の文書が玩陽の印で封印さ

れており (8-759)洞庭郡の県である。證陽は里耶秦簡にはみえないが、岳麓書院蔵秦簡「為獄当

状四種」案例 3にみえており、秦県のひとつだったことが確認できる。また、張家山漢簡「奏識
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書」案例 15では證陽令の盗罪についての判決が江陵県を経て南郡守に確認されており、整理小組

はこの醗陽を澄陽に読み替え、南郡所属で澄水流域の県であろうとしている。もし醗陽がi豊水流

域にあるなら、南郡所属とはいえ現在の湘西地区に入っており、秦の遷陵県からも比較的近いと

いえる。

無論、漢墓出土漆器銘にみえる漆器生産地をそのまま秦まで遡らせるわけにはいかない。ただ、

郡内各地で庫による漆器生産が確認されたからには、漢の武陵郡で生産に足る漆を産出する自然

条件に恵まれていたことは確かである。加えて、県・侯国の漆器生産部署である庫であるが、秦

の遷陵県においても庫が漆液を扱っていた。遷陵県での庫は武器の保管や車の製造を担当する部

署であり (13)、庫と漆の関わりは、漆器以外への漆の利用を考えるうえでも興味深いのである。

2. 秦代遷陵県における漆の採取

(1)漆に関わる里耶秦簡

ここではまず、里耶秦簡から漆の調達や利用をしめす史料を抜き出してみる。行論の便のため、

引用簡にはカタカナで符号をふっておく (14）。なお、里耶秦簡をはじめとして引用簡讀の文字は支

障のない範囲で通行字体に改め、文中の重文符号については文字に直した。

ア． 田課志

嬰園課

●凡一課。 (8-383+8-484)

イ．嬰園佐氏口 (9-796) 

ウ． ■課上金布副 園栗ノ 県官有買用銭レ 鋳段（鍛）

■黍課ノ 采鉄ノ 竹箭ノ

■作務ノ 市課ノ 水火所敗亡ノ 園課レ 采金ノ

■疇竹ノ 作務徒死亡ノ 貨贖責母不収課

■池課ノ 所不能自給而求輸ノ (8-454、「ノ」「レ」はチェックマーク）

エ．戸曹計録 田提封計 1Zl

郷戸計 黍計 1Zl 

縣（係）計鞠計 1Zl 

器計 ●凡七計 1Zl 
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(8-488) 

オ． (8-1548) 

カ世七年遷陵庫工用計。

升飲水十一升。 (9-1136) 

キ．舟七年遷陵庫工用計。

斗飲水十四斗。 (9-1124+9-2064) (IS) 

ク．口受屏陵黎園巳 (16-1105)

ケ． ーロ倉徒簿取。（中略）女舟人与庫佐午取黍（後略）。（10-1170)

コ 白布丈七尺口

白布六尺 □(8-529 

サる用和黍六斗八升六箱□口□D巳

凡十六斗七升六篇 (8-1900)

シ． (8-614) 

ここで、「嬰」と「黍」の使い分けについて説明を加えておく。「嬰」は（黒い） ること

を意味することもあるが、睡虎地秦簡『日書』乙種「木日」で楡・棗・桑・李とともに列記され

るように漆の木をいうことも多い{16)。「黍」とは、『説文解字』黍部に「木汁なり。以て物を

べし。象形。黍、水滴りて下るが如し」とされるように、漆液のことである。里耶秦簡をみる限

り、「酷」 もしく が漆液を指すこと

の「嬰Jも、ク「受辱陵屋園」とあることからみて、漆園と 後述する睡虎地秦簡秦律で

してお 「算数書」 「黍」と

を用いているが、里耶秦簡では両字の区別が明瞭である。
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(2)遷陵県内での自給

第八層出土簡公開当初から指摘があるように、遷陵県には漆園が存在した。それは田官を考課

した資料に「嬰園課」が存在し（ア）、「屡園」（漆園）には佐が置かれているからである（イ）。

睡虎地秦簡の秦律によれば、漆園は毎年考課の対象となり、最下位であった場合、責任者である

薔夫や、その上司である県令・県丞、下役の佐、および漆園で労働する者たちは処罰を受けた(17)。

（前略） ●嬰園殿、貨薔夫一甲、令・丞及佐各一盾、徒絡組各廿給。髪園三歳比殿、貨裔夫

二甲而法（襄）、令・丞各一甲。（後略） （秦律雑抄、簡 20～簡 21)

（漆園を考課して最下位であれば、薔夫に一甲、令・丞、および佐に一盾、徒にそれぞれ絡

組二十給を科す。漆園が 3年連続で最下位であったら薔夫に二甲を科して免職し、令，丞に

それぞれ一甲を科す）

この秦律にいう「最下位」とは、郡内であるのか、全国であるのか、天候や生育条件は考意さ

れないのかなど疑問はあるが、アは漆園に対し考課が実際に行われていたことをしめす貴重な証

拠である。

ただ県内での漆液生産は必ずしも漆園に限っていたとは言い切れない。提出した部署は不明な

がら、金布に提出された計（年度単位で物品・金銭の増減を集計した帳簿）のなかに「黍課」が

みえており（ウ）、戸曹に提出された計のリストにも「黍計」がみえる（エ）。特に戸曹宛の後者

は租税などによる漆液の徴収があった可能性がある。租税を考慮に入れるのは、絹織物に用いる

繭が戸賦として納入されていたからである(I圧同様に、県下の郷である弐春郷には漆園の担当者

「主萎」がおり（オ）、実際に弐春郷から漆液が運ばれている（力。本簡の数字の解釈については

次章参照） （19)0 

次に考えられるのが漆園以外で、漆液を使用する官署自らが漆の採集に乗り出すことである。

前章で紹介したように、漢代の県・侯国において漆器の生産を担うのは庫であり、遷陵県でもま

た庫が様々な物品を生産している。ケは作徒簿であるが、倉に所属する女性が庫の佐とともに 1

ヶ月で延べ 30人 (l人が担当するのであれば lヶ月間）「取黍」に従事している。これは漆を使

用する庫自身が倉から人手を借りて漆を採取したことをしめす(20¥

しかし、ここでしつくりしないのは作業実施月が 12月、陽暦の 1月以降ということである。当

時の漆の採取時期は知る術がないが、明の『本草綱目』では漆掻きは陰暦の 6、7月としている(21)。

現代の日本では最大 6~11月下旬が漆掻きのシーズンであるがこれは漆掻き後に木を切り倒す殺

し掻きを行っているためで、木を温存する養生掻きを記す『本草綱目』のような掻き方とは異な

る。また現在の中国での一般的な漆掻きは夏至後の 6月から 10月までである(22)。初冬までには

漆掻きを終えるのは、一般に漆液などの樹液の分泌は夏場が多く、冬場はほとんど分泌されない

からであり、寒い時期に採取した漆は水分量が少なく乾きが遅いため、漆器の上塗りなどには向
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かず、下塗りや接着剤として用いられるほかないからでもある。

しかし、「黍」が漆液をしめすのであれば、「取黍」は漆掻きと解するしかなかろう。現在では

効率が悪いため採取されることはほとんどないが、日本では 11月以降に漆の枝や梢部分から漆液

を採取することはあった(23)。冬場に取られた漆液をどのように使用したのかは不明だが、接着用、

あるいは水分の多い漆液に混ぜ込むなどして使ったのではないか。次章で述べるように、遷陵県

は他県から漆液を取り寄せることまでしている（キ・ク）。それならば、多少無理をしてでも冬場

に漆を掻き、漆液の確保に努めたのだと考えておきたい。

3. 他県からの漆液の供給

(1)計にみる他県からの供給

前章で触れた力は、庫のエ用計で、庫の作業で使用する漆液が弐春郷から運ばれたことをしめ

していたが、同書式の庫のエ用計が他に 2点あり、いずれも他県からの漆液の供給をしめしてい

る（キ・ク）。

両簡ではそれぞれ充県と屏陵県の漆園から漆液が運び込まれている。充県は洞庭郡の所属であ

る。屏陵県は『漢書』地理志上では武陵郡であるが、漢初は南郡所属であった可能性が高い。何

故なら、張家山漢簡秩律（簡 456)や松柏漢簡（簡 35) では南郡所属の県と併記されているから

である(24）。かりに秦の辱陵県が南郡所属であったとしても、長江の南側であるから涌庭郡の隣と

いうことになる。ウでは主体となる官署や物品が不明ながらも、「所不能自給而求輸」（自給でき

ないもので輸送をお願いしたもの）という項目があるから、漆に限らず不足品が同一郡内の他県

や、他郡の県から供給されることがあったに違いない。

他県から漆液が供給されるということは、供給元の県の在庫である漆液が供給先の県に移動す

ることである。カ・キは「計」を記す簡であるが、計とは年度単位で物品・金銭の増減を集計し

た帳簿である。したがって、帳簿上の処理としては、供給元の県の在庫から送付した漆液が抹消

され、供給先の県で受領した漆液が計上されることを意味する。

(2)飲水試験

里耶秦簡校釈小組は力の公表後いちはやく、「飲水」が睡虎地秦簡妓律にみえる漆液の飲水試験

をしめすことを指摘した(25)0

工稟嬰宅県、到官試之。飲水、水減二百斗以上、貨工及吏将者各二甲。不盈二百斗以下到百

斗、貿各一甲。不盈百斗以下到十斗、貨各一盾。不盈十斗以下及稟嬰県中而負者、負之如故。

（睡虎地秦簡「妓律」簡 46～簡 48)
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（エが他県に漆液を与えたなら、官に到着たときに品質試験をする。加水して、水が 200斗

以上減ったなら、エ、および吏の責任者にそれぞれ二甲を科す。 200斗未満から 100斗なら

ばそれぞれ一甲を科す。 100斗未満から IO斗であれば、それぞれ一盾を科す。 10斗未満、お

よび漆を県内の官に与えたのであれば、弁償して元通りとする）

飲水試験とは官署間で漆液を移送した際に、受領する官署で漆液に水を注ぐ品質試験のことで、

注いだ水の量が多ければ多いほど、発送側のエ官や移送担当の役人が処罰される。張家山漢簡『算

数書』の算題「飲漆」（下掲）を検討した大川俊陸・田村誠両氏によれば、漆液にはその体積の 3

倍まで水を加えることができ、 3倍以上加水すると、漆液は飽和状態となり（下線部分。算題の

前提）、粘着性を失い、ペースト状に変質する。具体的にいえば、 1斗の漆液には 3斗の水を加え

ることができる。飽和直前までの加水漆液は加水していない漆液と見た目の区別はつかない。こ

の性質を利用して、漆液に加水して水分が失われることを防いだうえで輸送し、受領した官署は

加水試験をして漆液が適切に管理されていたかを確認するのである(26)0

飲黍（漆）。膝（漆）飲一斗飲水三斗而極。飲水二斗七升即極。問、余誌（漆） •水各幾何。

日余駿（漆）舟七分升舟、余水二升舟七分升七●ボ（術）日以二斗七升者同一斗舟七也。

為法。有（又）直（置）廿七十升者、各三之為実。実如法而ー。（『算数書』簡 66～簡 67)

（飲漆。漆 1斗は水 3斗を飲んで飽和する。（今、漆一斗が）水 2斗 7升を飲んで飽和した。

問う、補足する漆と水はそれぞれどれだけか。日く、補足する漆は 30/37升、補足する水は

2 7/37升である。術に日わく、 2斗7升を 1斗と併せて 37（升）となる。これを法とする。又、

27升と IO升を置いてそれぞれこれを 3倍して実とする。実を法で割ると答が得られる） （27) 

ただ、カ・キにより受領漆液に対し飲水試験が行われていたのは確かであるが、そこに記され

た数値の意味はいまだ解明されていない。思いつくままに疑問を 3点あげてみる。

①漆三升．漆三斗の漆液は、飲水試験後に判明した生漆(28) （加水されていない原液）なのか、

受領時の加水を前提とした漆液なのか、遷陵県での加水後の水を含めた加水飽和漆液総量な

のか。

②「升升」「斗斗」の 2字目の「升」「斗」は(29)、「升ごとに」「斗ごとに」と読み l升 (I斗）

ごとの飲水量なのか。あるいは「升もて」「斗もて」と読み、 1升単位に、 1斗単位に飲水試

験をした結果の飲水総量なのか。

③「乾重」とは何か。後ろの数値に単位がなく、容量ではない。

これらのうち、③については残念ながら今回適切な解釈を加えることができない。ただ、①②

について結論から述べれば、①は受領時の加水を前提とした漆液であり、②は加えた水の総量で

ある。力はやや複雑なのでキを例に説明する。

まず遷陵県での受領時の試駿は加水漆 30斗を受領し、 1斗ごとに分けて試験を行った結果合計
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14斗の水を遷陵県で加え、 44斗 (30斗＋14斗）で飽和状態になった。一方、生漆がその 3倍の

体積の水を含むと言うことは、生漆に加水して 4倍の体積になったとき飽和する（生漆 1:加水

飽和漆液 4。加水飽和漆液 4に生漆 1が含まれる）。これを元に含まれている生漆の量を xとして

計算すると以下となり、生漆は 11斗であると判明する。

l/4=x/14+30 

x= 11 

前掲②の疑問について、 1斗ごとに 14斗加水と考えると、加水量が余りに多すぎるので加水総

量とするしかない。疑問の①については力をみてから説明する。

仮に力をキと同じように考えた場合、受領時の漆液 3升、 11升加水、加水試験後の総量 14升

となる。生漆を xとした場合の計算式は、

l/4=x/11+3 

となり、生漆は 7/2升 (3.5升）となる。これでは生

漆の量が元の 3升より増えてしまい奇妙であるが、

この理由はあとにして他の解釈の可能性を消してゆ

く。

まず、①の疑問、 3升の生漆に不明水量が加えら

れたものが遷陵県で受領され、 11升の加水の結果生

漆 3升分と判明した、というのは成り立たない。何

故なら、受領時の漆液の量を yとし、加水試験時の

水量を 11とした結果3升の生漆と判断したとすると

式は以下となる。

y+ll/4=3 

これによれば受領時の漆液の量は 1升となり、そ

の 12倍の水を加えたことになってしまうからであ

る。

次に①の冒頭の 3升が遷陵県での加水後の水を含

めた加水漆液総量というのは、 11升の水を加えてい

るのだから成り立つわけはない。ただ、「三斗」とす

べきところを、「三升」と書き間違えたという疑念は

湧く。ただこの疑念も〔図 l〕（刃）をみると取り下げ

たくなる。それは、力とキの写真を見比べると、カ

の方が「飲水」の書き出し位置が低く、「黍」と「飲

〔図 1〕左：力 9-1136

右：キ 9-1124+9-2064

削
除
部
分

＼
 

〔図 2〕力模図
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水」の間が空いており、別筆のようにみえるからである。

力については里耶秦簡博物館で展示されている簡を観察する機会があった(31)。観察に

「黍Jより「三升＝」（「＝」は重文符号）の方がやや墨跡が薄く、別筆のように見える。

も別筆のようである。特に［三升＝」部分は〔図 2]のように削り取られたあとがあり、簡を横

から見ると、「飲水」の上から「黍Jの下にかけて刃物を入れたように薄くなっている。

もかなり薄く、削り残しをそのまま重文符号に見立てたようにみえる。少なくとも

については元の字を削除後の書き足しとみてよいC 本来は

のが訂正されたのだろう。この訂正の可能性を考えたとき、

のは現実的でない。

のように記入されていた

よって単位を間違えたという

では、受領時の 3升より、

これは受領時の漆液が乾き

られた生漆 7/2升 (3.5升）の方が多くなるのはどうしてか。

その分多く水を加えることになったからではなかろうか。生

漆には通常 30パーセント程度の水が含まれるから(32)、1/2升 (O.S升）、全体の ISパーセントの

水分が失われていたことになる。これでは加水どころか乾燥気味の漆が納入されたことになって

奇妙に感じられる。ただ、力の漆液の発送元は遷陵県内の弐春郷であり、他県から運び込むより

運搬日数がかからない。あくまで想像でしかないが、 さもあって水を加えな

いまま漆液が送られてきたのだろう。

ここまで冒頭の数字が受領時の漆液の員であると述べてきたC ところで、この両簡が「計」で

あり、他郷や他県からの受領数を合計しているのであれば、当然、遷陵県での「計」と

機関の「計」とが合わなければならない。にもかかわらず、受領時の漆液の量を記したな

分が失われていた場合発送元の「計」と食い違うのではないかという疑問もあろう。しかし、

水試験での加水量を記すことで飽和状態の漆液の量がわかる。飽和状態の量が食い違わなければ、

発送元と受領先の会計に問題は生じないのである。

ただ、送られた漆液に対し飲水による品質試験が必要なら 漆液の量のみで、

は事足りるのか疑問は残る。前掲疑問③であげた が漆液中の水分量な

をしめしているとみられる 適切な解釈にいたら たことを残念に思う。

4.遷陵県での漆の利用

最後に、遷陵県での漆の利用について考えてみたい。まず、秦簡の出士した 1号井から

(Jl⑫木 39、l9.5X2~3.2センチ、刷毛部分 2.9センチ）も発見されており、刷毛には漆が染み

ていた。刷毛としてはやや大きいので広い面を塗るものであろうが、実際に漆を塗る作業が実施

された有力な証拠である。また、漆液（荒味漆）を精製するためには央雑物を漉す工程が不可欠
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だが、コに りの麻布） った。

甲

よれば、戟 4 弩や甲冑には漆や丹によって所蔵する

られなければならない。

生・戟．弩、襲形相易殴（也）、勿以為裏・不備、以職（識）耳不当之律論之。（睡虎地秦簡

「奴律」簡 45)

．戟．

よヽう

ヽて漆と丹による表記を変更するのであれば、台帳に照ら

と食い違いがあったなら、表示違いの律によっ る）

（仮）

し

とヽき

は、し よって取り立て

、とき されるから、

Iァ A
いゴ心

さら 甲冑にも漆が施されることがある(35）。あくまで推察でしかないが、

されていたなら、その補修に

ったであろう。

●凡四萬四千IZl

ま

尺。

というのは、

2 (9-73l) 

られたれん
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とのことである。「漆で塗られたれんじ」というのは車のどの部分か。今ここでは二案を出してお

くこととする。ひとつは、人が座る部分が壁と天井で覆われた車（耕）につけられた格子窓のこ

とである(36)。もうひとつは、鞘という長沙漢墓出土明器にみられるような輿の座面に漆を塗った

帯状の革を格子状に張りつけた部分で、振動を吸収する役割があるという。この場合、「木を以て

る」というのは周囲の木枠と壁をいうのかもしれない。

9-731を作成した部署は不明だが、庫では武器の保管のほかにも、 （乗車する部分）を

製造したり (8-1069+8-1434+8-l520)、車の整備をしたりしている（「約車」、 8-686+8-973)から(37)、

本簡も庫に関連する可能性が高い。冒頭で引用した『周礼』考エ記では車輪の塗料として漆を使

っているが、車の製造や保守に漆は不可欠だったはずであり (38)、武器の補修・管理も考え合わせ

たとき、庫が他県からの取り寄せも必要とするほど漆を必要としていたことも首肯できる。

さらに、拙稿で述べたよう も織られている。里耶秦簡が投棄されていた 1号井から

(Jl⑤木 7、2.1X43.8センチ）も発見されており、表面に黒漆が残っている。これは表面の

を保っための塗装であろう。同井戸から出士した木製部品 (JI⑬木 27、3X26センチ）

にもまた黒漆が残っており、報告者は織機の部品かもしれないとしている(39l。こうした道具が遷

られていたかはわからないが、その保守のためにも漆が必要だったと考えられる。

おわりに

--まで、極めて雑駁ながら秦代遷陵県での漆の調達と利用につし

あるが、遷陵県では庫での武器や車、生産工具である織機な

えてみた。断片的では

・補修に漆液は不可欠であ

った。そのため漆園で漆液が栽培されるだけでなく、おそらくは租税や庫の近傍での採取など、

複数の手段を用いて漆液の確保が図られていた。しかし、つねに自県での需要が満たされている

とは限らず、充県や屏陵県など他県からの供給を仰ぐ場面もあった。華麗な漆器が産地からはる

くまで流通していたように、漆液もまた産地から離れたそれを必要とする場所へと運ばれた

のである。

ち

とし

、本論で用いた力・キの紀年は始皇三十七年（前 210)、

された兵馬涌の下地には漆が使用されていた。

る。始皇帝

つ ろうこの時代、必ずしも地方の漆液が中央に送られる

ヽても漆の需要が高ま

く、近県に融通されて

いたことも興味深い。

るなら、庫では漆を漉すためには麻布を在庫としてし

おり、衣服やカーテンな

た 織物生産と

生産されて

これらの生

しているこ
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レ」 し

な

つまり、物品

たのである。

もま

ということは、

をどのようにするのか、自

ことの繰り返しであったと

目するだけでは気付きにく

るか、物資の集散地となる

っただろうさ

本稿は里耶秦筋の公表途中で草し

過ぎない。また、加水した漆液をどのよう

論したことに不安を残している。

註

い

5

ても光が当たるきっかけになればと思っている。

り

る。また、原料を供給しうる自

よって、手工業のあり

につし な破片を拾い上げたに

のか、という根本的な疑問を抱えたま

とは異なる、実用的な漆の利用につい

l967 4章 5。

リ

ヽ
§こ

人）

「不漆其践地者也」者、

取六材必以其時立

以為深ill_-膠包者、

を作る。弓を作る

ろったら、

な内側に貼られる角

矢に深く突きささるカ

ものである。絲はしつかり巻き固めるも

るものである）

の翻訳は林巳奈夫

（『周礼正義』輪人）

角己者、

以為受霜露也亡（司％弓

な季節を以てす

る木製の材は矢を遠くへ

ある。外面に貼られる動

奪角書腱の働きを調和させる

けても大丈夫なよう

1972年）第 7

(4) 

に

第 2章 3

第 4章 24。
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済河惟尭州（中略）蕨貢漆絲、廠箆織文。（中略）荊河惟豫州（中略）蕨貢漆某締紆（後略）。

（『尚書』萬貢篇）。（済河は尭小11であり、……漆や絹糸を貢納する。……荊河は豫朴1であり、

漆、大麻、目の細かい葛布やいちび布を貢納する）

(6)拙稿「里耶秦簡にみる官営土器工房」（中国古代簡贖の横断領域的研究 http://www.aa.tufs.ac.jp

/users/Ejina/note/note04(Suzuki).htm]、2013年 12月 26日）、同「里耶秦簡にみる官府の織物生産

」（高橋継男教授古稀記念東洋大学東洋史論集編輯委員会編『高橋継男教授古稀記念東洋大学東

洋史論集』汲古書院、 2016年）。以下、織物生産についての拙稿の引用はこれによる。

(7)永瀬喜助『漆の本一天然漆の魅力を探る一』（研成社、 1986年） 4。本書によれば、他に河北

省・山西省•安徽省．浙江省・江西省・河南省・甘粛省・雲南省・貴州省も漆の産地であり、

北緯 30度前後、海抜 300~600メートルの高原地帯に多い。

(8)最非「湖南楚漢漆器製作工芸探討」（『湖南省博物館館刊』第 IO輯、岳麓書社、 2013年）。蘇

非氏によれば湘西地区、隣り合う野東地区・川東地区は彩漆の原料である朱砂の主要産地でも

ある。なお、この西非論文でも後掲する里耶秦簡 9-1136• 9-1124 •.16-1105 をあげながら、漆園

での漆生産や漆を用いた手工業について触れている。

(9)湘西地区を含む湖南省における副葬漆器の地域性については蒻非「湖南楚墓出土漆器分区及

相関問題探肘」（『湖南省博物館館刊』第 6輯、岳麓書社、 2010年）による。

(10)長沙楊家湾 6号墓出土の耳杯に「市攻（エ）」銘が刻まれ、装錫圭氏はこれを市官の管轄す

る工房、乃至はエ匠の名を表すと述べており、市官管轄工房であるなら楚における官営漆器生

産を考えるうえで興味深いが生産地はわからない。また、同墓の編年は戦国末から前漢初とさ

れており、楚墓と確定できない。裟錫圭「戦国文字中的‘‘市’'」（『裟錫圭学術論文集』第 3巻、

復旦大学出版社、 2012年所収、 1980年初出）。

(11)長沙楚墓出土「廿九年大（太）后□造」漆樽には、製造者として「右エ市（師）」がみえて

おり、この紀年は昭襄王二十九年（前 278) のもので、昭襄王の母で楚出身の宣太后に関係が

あるか、秦による占領後の楚地で造られたものではないかといわれている。袋錫圭「従馬王堆

一号漢墓‘‘遣冊”談関於古隷的一些問題」（前掲註(IO)『裟錫圭学術論文集』第 4巻、 1974年初

出）。また、常徳徳山塞子嶺 l号墓出土漆盆にも「十七年大（太）后瘤事丞」の針刻がみえ、こ

の紀年も昭襄王十七年（前 290) とみられているc 両器の作風は楚器を継承していることは確

実だが、「右エ市（師）」は秦の官名なのか、どうして秦による楚占領以前の昭襄王十七年の紀

年がみえるのかなどについては様々な議論がある。本論の趣旨は漆器生産地を知ることにある

ため、この問題には立ち入らないが、諸説については西非「関於湖南地区楚漢漆器的生産・管

理和産地問題的再討論」（『湖南省博物館館刊』第 5輯、岳麓書社、 2009年）を参照のこと。

(12) 「物勒工名」のある漆器はいずれも押収された盗掘品で、 2009年に長沙市文物考古研究所と
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長沙市博物館に収蔵されたものであるため、厳密な出土地点は不明である。収蔵された漆器の

初期報告は、長沙市文物考古研究所「長沙 ‘‘12• 29’'古墓葬被盗案移交文物報告」（『湖南省博

物館館刊』第 6輯、 2009年）、邸東聯．灌鉦・李夢嘩「簡析長沙市博物館 2009年度徴収的一批

西漢漆耳杯J（同）。なお、羅小華「長沙漢墓‘‘物勒エ名’'類漆器銘文補議」（『出土文献研究』

第 13輯、 2014年）に「物勒工名」のある漆器が集成されており、本論の地名収集にあたって

は羅小華論文を参照した。

(13)陳偉「秦代遷陵県の「庫」に関する初歩的考察」（宮宅潔編『多民族社会の軍事統治ー出土

史料が語る中国古代ー』（京都大学学術出版会、 2018年）。

(14)里耶秦簡の釈文は以下によるが、先行研究などによって釈字を改めた部分がある。簡番号は

第 8 層•第 9 層出土簡については『里耶秦簡』（壱・弐）所載の整理号を、その他については出

土号を用いる。湖南省文物考古研究所編著『里耶秦簡』（壱・弐） （文物出版社、 2012• 2018年）。

以下、『里耶秦簡』（壱）、『里耶秦簡』（弐）と称する。里耶秦簡博物館・出土文献与中国古代文

明研究協同創新中心中国人民大学中心編著『里耶秦簡博物館蔵秦簡』（中西書局、 2016年）。以

下、『博物館蔵秦簡』と称する。

(15)綴合は『里耶秦簡』（弐）による。

(16) 「麗の解釈については、方勇「岳麓秦簡小札ー則」（『簡吊網』、 http://www.bsm.org.cn/show

_article.php?id=2142、2015年 1月20日）を参照。

(17)以下、睡虎地秦簡の引用は、睡虎地秦墓竹簡整理小組編『睡虎地秦墓竹簡』（文物出版社、

1990年）による。アと妓律の関係については早くに陳偉主編『里耶秦簡校釈』第 1巻（武漢大

学出版社、 2012年）が指摘している。

(18)郎文玲「里耶秦簡所見‘‘戸賦’'及相関問題瑣議」（武漢大学簡吊研究中心主弁『簡吊』第 8

輯、上海古籍出版社、 2012年）。

(19)弐春郷での漆生産については、高村武幸「秦代遷陵県の覚え書」（『名古屋大学東洋史研究報

告』第 39号、 2015年）が指摘している。

(20)作徒簿では「取菅」 (8-1017など）「伐竹」 (8-162) など植物採取の労働がみえており、「取

黍」は漆の木を採取することかとも思えるが、「黍」は漆液の意味であるからやはり漆掻きとみ

るべきだろう。

(21)漆樹高二、三丈余、皮白、葉似椿、花似愧、其子似牛李子、木心黄。六月、七月刻取滋汁。

（『本草綱目』木之二）。（漆は樹高 2~3丈、樹皮は白く、葉は椿に似ており、花は愧に似ており、

実は牛李の実に似ており、木芯は黄色い。 6月、 7月に刻みを入れて樹液を取る）

(22)干鐸編『中国林業技術史料初歩研究』（農業出版社、 1964年）第 4節 4漆。

(23)室瀬和美『漆の文化一受け継がれる日本の美ー』（角川書店、 2002年）第 1章 2。本書では

56 



明大アジア史論集第23号

ら取る漆液は枝漆、

いう評価もされている。

(24)張家山漢簡は彰浩・陳偉・

と が、 た良質な漆液であると

『二年律令与奏諏書』（上海古籍出版社、 2007年）、

松柏漢簡は「荊州紀南松柏漢墓発掘簡報」（『文物』 2008年第 4期）

(25)里耶秦簡憤校釈小組「新見里耶秦簡讀資料選校（二）」（『簡吊網』、 http://www.l泣 n.org.cn/sho

w _ article.php?id=2069、2014年 9月 3日）。

(26)大川俊隆・田村誠「張家山漢簡『算数書』「飲漆」解」（『大阪産業大学論集』人文科学編 114

2004年）。

(27)現代語訳は張家山漢簡 研究会編『漢簡『算数書』ー中国最古の数学書一』（朋友

2006年）による。

(28)前掲註(26)大川・田村論文の漆液への加水実験では、生漆、および精製漆ともに加水実駿が

り、生漆・精製漆ともに体積の 3倍の水を加えたときに飽和状態となったという。

とは塗料化の準備として生漆を加熱脱水して異物を除去したものである。大川・田村論

文は秦律や算数書の漆液が生漆か、精製漆かを断定はしていない。ただ、一度水分をとばした

精製漆に再度水を加えることが不可解であったので、本論では生漆への加水を前提に行論した。

また、厳密にいえば生漆とは採取後に央雑物を濾過したものをさし、濾過前の漆液は荒味漆と

現在の日本では荒味漆のまま売買される。カ・キの漆液は濾過されているか不明であり、

とすべきかもしれないが精製されていないという意味で生漆と

(29)先に里耶秦簡讀校釈小組らの指摘があるように、『里耶秦簡』（弐）の釈文は重文符号を「●」

としているが、キ「斗」の下は明らかに重文符号である。『博物館蔵秦簡』、里耶秦簡讀校釈小

組「《里耶秦簡（弐）》校読(-)」（『簡吊網』、 http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3 l 05、

2018年 5月 17日）。

(30)写真の出典は『博物館蔵秦簡』 (9-1136)、『里耶秦簡』（弐） （9-ll 24+ 2-2064)。後者は石原遼

ら綴合前の画像の提供を受けた。

(31)2018年 8月24日。

もと

前掲註(7)永瀬著書 6。

(33)「乾重」が漆液中の水分量を

スの外から行った。後掲（図 2］は観察時の写真と記録を

目安ではないかと思うのは、力が算数書の規定の生漆 I

して飲水 3の比率以上に加水されているからである。 ように、生漆が 3斗

たとすれば、加水後合計 l2

の 8割 6分に当たる（あるし

はずで、計 14

9斗、実際の加水量 ll

，
 

ll斗の 8割 2

キは飽和状態になるまで 14斗しか加水してお ! ：飲水 3の割合を逸脱
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していない。このキの状態を「＋」とし、水分の少ない力の状態を「八」とみたのかもしれな

vヽ
゜

(34) 『里耶秦簡』（壱）はこの「真見兵」を釈読していない。「真見」の釈字は李均明「里耶秦簡

“真見兵’'解」（『出土文献研究』第 11輯、 2012年）、「兵」の釈字は前掲註(13)陳偉論文参照。

(35)前掲註(3)林著書、第 11章第 2節 (3)。

(36)林巳奈夫編『漢代の文物』（京都大学人文科学研究所、 1976年） 7、7-53図。下謁「轄」は 7

(5)。

(37)庫での車の製造・整備については前掲註(13)陳偉論文参照。陳偉氏は、先に前掲註(17)陳偉

編書では 8-1069+8-1434+8-1520の「輿」について、「菓」（美酒）としていたが、「輿」が適当

であると訂正している。つけ加えるなら、司空の作徒簿 (9-2289) では男性刑徒 l名が酉陽県

まで「学車」のために派遣されており、車の製造を習いに行っていたとみられる。

(38)林巳奈夫氏によれば、『周礼』考工記の車の製造過程について、穀（こしき）や朝（ながえ）

には膠を塗って動物の腱を巻いたうえで、漆の上塗りをして補強する。林巳奈夫「中国先秦時

代の馬車」（『東方学報』京都、第 29冊、 1959年）。また、林論文も引用する輝県瑠璃閣 131号

車馬坑出土で 10号・ 11号馬車が発見された際に、輿の欄干部分の朱漆が地面に残っていたと

報告されており、輿の塗装に漆が使われていたことがわかる。中国科学院考古研究所『輝県発

掘報告』（科学出版社、 1956年）第 1編附 l。こうした車の製造工程や作業内容が里耶秦簡のよ

うな文書や簿籍に詳しく記録されるとは思えないが、車を製造していたのであれば漆の用途と

して考慮すべき可能性である。

(39)湖南省文物考古研究所編著『里耶発掘報告』（岳麓書社、 2006年）第 2章第 4節 5。後述す

る稜と木製部品報告も同様。

附記：本研究は JSPS科研費 17K03126「中国古代における家族と「移動」の多角的研究ー静態

的家族観からの脱却をめざして一」（代表鈴木直美）、およびアジア・アフリカ言語文化研究所共

同利用・共同研究課題「簡閲学から日本東洋学の復活の道を探る一中国古代簡讀の横断領域的研

究 (3)」（代表陶安あんど）の成果の一部である C

（明治大学文学部等兼任講師）
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